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１ 横浜市の給与制度概要 
 
(1) 支給日及び各支給項目の内容 

令和６年１月現在 

支給項目 支 給 内 容 支給日  

  給  料  

 毎月21日 

  地域手当  （給料＋扶養手当＋管理職手当）×16％ 

  住居手当  「５ 住居手当について」参照 

  扶養手当  「８ 扶養手当について」参照 

 初任給調整手当 試験区分「社会福祉」採用者に対して支給  

  管理職手当 
給料の25％を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額 

（課長級以上の職員に支給） 

  通勤手当  「６ 通勤手当について」参照 

  超過勤務手当  正規の勤務時間外の勤務について翌月に支給 

期末手当 

  勤勉手当 

 ６月、12月のそれぞれ１日を基準として在職期間等に応じて支給 
【期末手当基準額】 

給料＋扶養手当＋（給料及び扶養手当に対する）地域手当 

【勤勉手当基準額】 

給料＋（給料に対する）地域手当 

【支給割合】６月：期末手当1.25月分 勤勉手当1.00月分 
 (４月１日採用者は期末50％、勤勉60％支給) 

12月：期末手当1.25月分 勤勉手当1.00月分 

※上記支給割合は令和６年度の支給予定割合です。今後条例などの改正が行われた 

場合には、その定めるところによります。 

※支給額については、基準額に在職期間や業務実績に応じた割合を乗じて得た額と 

なります。 

 6月・12月 

                  
(2) 初任給について   

初任給は、採用前の経験に応じて決定するため、金額はそれぞれ異なります。初任給の例は、以

下のとおりです。 

また、採用されるまでに条例などの改正が行われた場合には、その定めるところによります。 

【参考】                                  令和６年１月現在 

対象者 給与月額の例（地域手当を含む。） 

国際貢献活動経験者 

 

・ 22歳で大学を卒業し、民間企業における正社員の職務経験が６年、青年海外協力隊経

験が２年あり、無職の期間２年を経、採用時の年齢が32歳の場合  →267,032円 

民間企業等職務経験者 ・ 22歳で大学を卒業し、民間企業における正社員の職務経験が10年あり、採用時の年齢

が32歳の場合                         →271,324円 

・ 22歳で大学を卒業し、民間企業における正社員の職務経験が18年あり、採用時の年齢

が40歳の場合                         →307,516円 

社会福祉職経験者 ・ 22歳で大学を卒業と同時に社会福祉士に登録後、正規職員として児童福祉施設におけ

る職務経験が10年あり、採用時の年齢が32歳の場合        →290,180円 

・ 22歳で大学を卒業と同時に社会福祉士に登録後、正規職員として児童福祉施設におけ

る職務経験が18年あり、採用時の年齢が40歳の場合        →335,536円 

 


